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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、商社としての社会的責任を自覚し、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理を経営の重要な課題の一つと位置付けて
おります。社員一人一人の行動が、当社への信頼を生み出し持続的な成長をもたらす重要な要素と認識し、より高い倫理観に根ざした事業活動
を行う企業風土の構築を目指しております。

その施策の一環として、「岡谷鋼機グループ行動憲章」を制定し、あらゆるステークホルダーに利益をもたらすべく、企業価値を高める活動を実
践するとともに、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を中心に、各専門委員会・組織とも連携し、企業をとりまく様々なリスクに対応する体制を敷
いているほか、コンプライアンスに著しく反する行為の社内通報システムとして「企業倫理相談窓口」を設置しております。

なお、当社は独立社外取締役及び独立社外監査役による経営の監督体制の強化を図っております。さらに監査役制度による経営管理体制を継
続しており、監査役会は会計監査人と連携し十分に経営監視機能を果たしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則4-8．独立社外取締役の有効な活用】

独立社外取締役は1名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営
陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行うなど、現時点においては独立社外取締役としての責務を十分果たしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4．政策保有株式】

（保有方針）

当社は保有の合理性が認められる場合に保有し、保有の合理性が認められない場合は縮減を図ることを基本方針とします。

（保有の合理性を検証する方法）

政策投資を目的とするすべての株式について、個別銘柄毎に投資に対する当社の資本コスト（加重平均資本コスト）に比べ、配当金・関連取引利
益等の関連収益が上回っているか否か（経済合理性）を検証し、中長期的な視点も念頭において、取引関係の維持強化、資本・業務提携、地域
経済振興などの保有の狙いも総合的に勘案して、当社グループの企業価値向上に繋がるか否かを検証しております。

（政策保有株式に係る議決権行使）

議決権行使については、政策保有先の企業価値向上の観点および当社グループの中長期的な企業価値向上の観点から、議案ごとの賛否を判
断しております。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

当社は、取締役会規程により、当社取締役との利益相反取引については取締役会での事前承認と事後報告を要することにしております。また、当
社役員や主要株主等と当社との関連当事者間の取引について、毎年定期的に確認を行っております。

【補充原則2-4-1】

当社は、中核人材の登用時には多様性の確保を十分考慮しております。経営理念に基づき国内外で活躍できる人材の育成と社員全員の能力を
発揮できる環境の整備を推進する方針のもと、働きやすい風土づくりに取り組んでおり、女性・ナショナルスタッフへの育成プログラムによる管理職
の増加等、多様性の確保に努めております。女性総合職の比率を12％以上（令和7年度末時点で10.4％）、また外国人については海外子会社幹
部以上にナショナルスタッフを10人以上（令和7年度末時点で8人）登用することを目標として、育成プログラム等を推進しております。

【原則2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金資産運用委員会を設置し、定期的にモニタリングを行う等、企業年金の適切な運用及び管理を行っております。また、当社の企
業年金の運用受託機関に対するモニタリング機能を発揮し、安定的な収益を確保するため、専門性を持った人材を企業年金資産運用委員会の
構成員としております。

【原則3-1．情報開示の充実】

法令に基づく開示に加え、PR情報などをTDnetを通じてマスコミに配信すると同時に名証記者クラブに提出し、また当社ウェブサイトにも掲載し、幅
広いステークホルダーを対象に情報発信を行っております。

（１）当社グループの経営理念は「ものつくりに貢献するグローバル最適調達パートナー」です。中期経営計画は策定時に公表し、当社ウェブサイト
にも掲載しております。進捗や戦略、取組みなどは、株主総会やIR活動などで都度説明をしております。

（２）コーポレートガバナンス報告書「Ⅰ-1. 基本的な考え方」に基本的な考え方を記載しており 名古屋証券取引所のウェブサイトや当社ウェブサイ

トに掲載しております。

（３）コーポレートガバナンス報告書「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に役員報酬などの算定方法の説明をしており 名

古屋証券取引所のウェブサイトや当社ウェブサイトに掲載しております。

（４）取締役候補は、知識・経験・能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が実施できることを基準として、任意の諮問委員会である指
名・報酬委員会で策定された原案を基に取締役会が総合的に判断し、指名しております。監査役候補については、財務・会計に関する知見、各分
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